
一目でわかる！

インボイス
の手引き

実 務 編

全国商工会連合会

改定版



税理士法人MYユニットは経営者及びその従業員の全てを幸せに
することを使命とし、『みんなをワクワクさせます』を社訓とす
る会計事務所です。現状分析から経営計画書を通し、お客様と夢
を共有し深く永い関係を築くことで夢を実現いたします。

監修：小野谷 雄志
東京税理士会 神田支部
税理士法人MYユニット（税理士法人番号第1524号）
代表社員税理士



　令和元年10月1日の消費税率の引上げとともに消費税軽減税率制
度が導入されました。令和5年10月1日からは適格請求書等保存方式

（インボイス制度）が導入されます。軽減税率が導入されたことで、8
％と10％の消費税が混在するようになったため、売り⼿と買い⼿双
方が正確な税額を確認できるように導入される制度です。
　事業を営むほとんどの方に関係し、インボイスを発行する場合には
申請・登録をして必要事項を記載した請求書を準備しておくことなど
が必要になります。

　本冊子では、制度導入までと導入後の措置が一目でわかるスケジ
ュールやインボイス制度に対する理解を深めるための仕入税額控除
についての解説をはじめ、インボイス制度導入に伴う実務を行うた
めの請求書等の作成に関する注意点や確認事項などを、具体的な事
例を交えてわかりやすく解説しています。

　本冊子をご活用いただき、必要な経理処理等を把握して、滞りな
くインボイス制度に対応していただくための一助となれば幸いです。

　また、実務編となる本冊子に先立ち、基本的な事項をまとめた冊子
も作成していますので、併せてご活用ください。

　全国の商工会では、インボイス制度はもとより、各種経営に関するご相談に対応しています。
　インボイス制度に関することはもちろん、各種経営上のお悩みにつきましても、最寄りの商
工会へご相談ください。

　最寄りの商工会は右の二次元コードにアクセスし商工会名で検索をお願いします。
地域を選択してお近くの商工会を探すこともできます。

https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
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一目でわかる導入スケジュール 
制度スタート後の特例措置など 
登録申請書の書き方
登録申請の流れ 

インボイスの基本を抑えよう
     　インボイスとインボイス制度
     　仕入税額控除のおさらい
     　免税事業者が登録を判断するフローチャート
     　免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の納税額の特例措置
     　免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の申告納税シミュレーション
　　　　免税事業者がインボイス登録事業者となり簡易課税を選択する場合

インボイスの実務を確認しよう
     　インボイスの記載事項を確認
     　消費税の端数処理は税率ごとに1回のみ
     　返品や値引きなどには適格返還請求書が必要
     一括値引きをした場合、按分計算で対処できる
　　　　インボイスに屋号の記載OK！ 公表には届出を
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     　インボイスの保存方法を確認したいのですが？
　　　　インボイス制度と電子帳簿保存法

こんなときどうする？
 ［委託販売、受託販売］
     　商品を委託販売しているのですが、インボイスはどうすればよいですか？
     　商品を受託販売していますが、同時に自身の商品も販売する場合は
　　 区別して発行するのでしょうか？
　　　　取得した家事共用資産の消費税額は事業用部分を按分して計算

 ［中古品の取扱い］
     　中古車販売業をしているのですが、
　　 消費者からの仕入れも仕入税額控除できますか？

  ［JV（企業共同体）を組成する場合］
     　JVを組成して建設工事を行う場合、インボイスは各社が発行しますか？
　　　　独占禁止法上、問題となる行為の例

インボイス導入に関する補助制度を活用しよう
お問い合わせ先一覧
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     　口座振替や振込による事務所賃貸料の決済なども仕入税額控除できますか？
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     　請求期間がインボイス登録日をまたぐ場合、どのように発行すればよいですか？
     　免税事業者からの課税仕入れにはどのように対処すればよいですか？

34

36

37

38

39

40

42

3章

Column 

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

4-1

4-2

4-3

4-4



インボイスを発行するには、税務署に申請して登録事業者になる必要があります。
登録申請の流れと、制度スタート後の免税事業者等からの仕入税額控除の経過措置に
ついて確認しておきましょう。

一目でわかる導入スケジュール

区分記載請求書等保存方式

80％　　　　　　　控除可能

令和3年
10月1日

令和5年
3月31日

令和5年
9月30日

令和5年
10月1日

免税事業者等からの仕入税額控除に係る経過措置期間

制度スタート！

制度開始時から導入するには、令和5年9月30日ま
でに登録申請を終える必要があります。
※ 原則、令和5年3月31日までが申請期限ですが、税制改正に

より、令和5年9月30日が申請期限となる対応がなされました。

仕⼊税額控除の経過措置

登録は
始まっています。

※42ページ参照
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80％　　　　　　　控除可能 50％控除可能

令和8年
10月1日

令和11年
10月1日

適格請求書等（インボイス）保存方式

免税事業者等からの仕入税額控除に係る経過措置期間

控除不可
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　納税額が売上税額の2 割に軽減

令和5年
10月1日

令和5年10月1日～令和 8年9月30日を含む課税
期間（個人は令和5年 10～12月の申告から令
和8年分の申告まで）

税込1万円未満の課税仕入 れはインボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能

制度スタート！

納税額の特例措置
※18ページ参照

簡易課税制度選択届出書
※19ページ参照

少額取引の特例措置
※35ページ参照

中⼩事業者（★）の
場合

※35ページ参照

免罪事業者がインボイス制度を機にインボイス発行事業者になる場合、インボイス制
度が始まってから一定期間、納税額の特例措置の特例措置や、事業規模により少額取
引の特例措置があります。その期間について確認しておきましょう。

制度スタート後の特例措置など

※インボイスの登録は任意で、強制するものではありません。

インボイス制度導
入を期に、免税事
業者からインボイ
ス発行事業者にな
った場合
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　納税額が売上税額の2 割に軽減

令和8年
10月1日

令和11年
10月1日

適格請求書等（インボイス）保存方式

令和5年10月1日～令和 8年9月30日を含む課税
期間（個人は令和5年 10～12月の申告から令
和8年分の申告まで）

令和5年10月1日～令和11年9月30日を含む課税期間

令和5年10月1日～令和11年9月30日

簡易課税の適用を受けようとする課税期間中に提出

税込1万円未満の課税仕入 れはインボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能
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適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）01_21/06/28

( )

31 30
10

31

30

( )

28 15 57
28 15 44

30

(1)

　インボイス発行事業者の登録申請書は、国税庁のサイトからダウンロードできます。法人も個
人事業者も同じ書類を使用します。

法人番号がある法人は番
号を記載します。

提出時点の状況をチェッ
クします。

★

法人、個人事業者とも記
入します。
※個人事業者で、屋号の公表
を希望する場合は「適格請求
書発行事業者の公表事項の公
表（変更）申出書」を提出し
ます。

法人、個人事業者とも記入します。法人の場合は、本店または主たる事
務所。公表されるのは法人だけです。※個人事業者が公表を希望する場合は「適格請求
書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」を提出します。

住所

⽒名または名称

法人番号

課税事業者か
免税事業者か

登録申請を行う時期などによ
って、記入内容が少し異なりま
す。そのほか、詳しくは国税庁
のサイトでご確認ください。

登録申請書の書き方
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　免税事業者がインボイス発行事業者になると、申請書の提出日に関わらず、令和5年10
月1日の登録日以降の取引について消費税の申告が必要となります。
　ただし、提出時点では免税事業者でも、令和5年9月30日までに課税事業者となる場合
は、課税事業者となった日以降の取引について消費税の申告が必要となります。

※より詳しい内容は８ページのQRコードにアクセスし、「登録申請書の書き方フローチャート」をご確認ください。

免税事業者の確認
★で「免税事業者」
をチェックしたら、
次の①〜③をすべ
て満たす場合は下、
それ以外は上をチ
ェックします。
①提出時点で免税事
業者
②翌課税期間（法人
は次の決算期、個人
は翌年）から課税事
業者になる
③課税事業者となる
課税期間の初日が下
記のどちらか
・令和５年９月30日
以前で、令和５年10
月1日からインボイ
スの登録を受ける
・令和５年10月１日
以降で、課税期間の
初日からインボイス
の登録を受ける

登録希望日
令和5年10月1日
を希望するなら記
載不要。
令和5年10月2日
以降を希望するな
ら日付を記入。

課税期間の初日
令和5年9月30日
以前に課税事業者
となるなら、令和
5年9月30日以前
の日を記載可能
（ただし、登録年
月日は令和5年10
月1日）。

個人事業者は個人
番号も記載し、本
人確認書類の写し
を添付します。

A
B

C

登録要件の確認

C 消費税法に違反して罰⾦以上の刑に処されたことがなけれ
ば、「はい」をチェック。※加算税や延滞税は罰⾦ではありません。

B 法人：国内に本店または主たる事務所を所有していれば、「は
い」をチェック。

　 個人：今後海外に移住する人は、「いいえ」をチェックして、
納税管理人を記入。それ以外の人は「はい」をチェック。

A免税事業者で、インボイス発行事業者
の登録を受ける場合は、「はい」をチ
ェック。

9



登録申請の流れ

登録申請書を作成1
　申請書は税務署で入⼿するか、国税庁のサイトから
ダウンロードすることができます。

e-Taxか郵送で税務署へ書類を提出2
　e-Taxによる登録申請の場合は、事前に
電子証明書（マイナンバーカード等）と利
用者識別番号等（e-Taxでの取得も可能）
を準備してください。
　郵送で申請する場合は、所轄税務署では
なくインボイス登録センターへ郵送します。

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに
登録番号が掲載される

　個人事業者で適格請求書発行事業者公表サイトへ屋号の
公表を希望する場合は、「適格請求書発行事業者の公表（変更）
申出書」を提出する必要があります。※32ページ参照

税務署で審査

登録通知書の交付

インボイス登録番号は「T」+「13
桁の数字」です。法人番号を持っ
ている課税事業者は、T+法人
番号。それ以外の課税事業者（個
人事業者や人格のない社団など）
の13桁の数字にはマイナンバー
の数字は使用せず、法人番号と
も重ならない事業者ごとの番号
が割り振られます。一度決まっ
た登録番号を変更することはで
きません。

3

4

5

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP
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インボイスの基本を
抑えよう

1 章



第１章

p8

インボイスの実務に対応するため、インボイスとはなにか、
インボイス制度とはどういうものか、基本的な事項を確認しておきましょう。

　インボイス＝「適格請求書」は、取引のとき、必要なものを購入する 買い⼿  と、
それを売る 売り⼿  でやり取りします。「必要なもの」は物品だけでなく、サービス
なども含まれます。 買い⼿  は、このインボイスがないと消費税の仕入税額控除を受
けることができません。※

※ インボイスに必要な事項が記載され、取引相⼿が発行した請求書等を保存することで仕入税額控除を受けられま
す。ただし、簡易課税事業者の場合を除きます。

　インボイス＝「適格請求書」を発行したり、受け取って保存したりするルール、「適
格請求書等保存方式」のことです。

インボイスとインボイス制度

インボイスって何？

インボイス制度って何？

1-1

売り⼿買い⼿

売り⼿ 買い⼿

事業者は 買い⼿  にも 売り⼿
にもなり得ます。

インボイスを
発行します。

インボイスを
発行して
ください。

第１章

p8

第１章

p8
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　インボイスは、「適格請求書発行事業者」（インボイス登録事業者）
しか発行できません。そのためには税務署に課税事業者として、申
請をし、登録をしなければなりません。
　登録⼿続きは令和3年10月1日から始まっています。税務署への
⼿続きについては、4〜10ページを参照してください。

売り⼿ となる場合→ 簡易課税制度を選択してい
て、一般消費者のみに販売しているなら、影響は少
ないと考えられます。しかし、売上先に消費税を納
税している事業者がある場合は、インボイスの発行
を求められるなどの影響があります。

売り⼿ となる場合→ 免税事業者はインボイスの発
行や保存などの必要はありませんが※2、売上減少など
の可能性があるので、影響がないとは言えません。※3

買い⼿ となる場合→ 免税事業者はインボイスの発
行を求める必要はありません。
※2 ただし、所得税法や法人税法上は保存が必要です。
※3 基本的には、免税事業者のままでインボイス制度スタート後も

納入先に消費税を請求できればスタート前と⼿取り⾦額は変わ
りません。しかし、消費税を請求しない場合は、その分⼿取り
⾦額が少なくなることになります。

買い⼿ となる場合→ 消費税納税にはみなし仕入
率※1を用いるので、仕入れにかかるインボイスは必
要ありません。※2

※1 20ページ参照

インボイス制度は 売り⼿  にも 買い⼿  にも影響を与えるため、ほぼすべての事業
者に関わりがあります。

インボイス制度に関わるのはどんな事業者？

インボイスを発行するには？

簡易課税を選択していても関係あり？

免税事業者なら関係ないでしょ？

p9_1
p9_2 p9_3

p11 p12_1 p12_2

p13_1

p14_1

p14_2

p14_3

p14_4

p13_2

p9_1
p9_2 p9_3

p11 p12_1 p12_2

p13_1

p14_1

p14_2

p14_3

p14_4

p13_2
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仕入税額控除は納付する消費税を計算する際の仕組みです。
理解を深めるために消費税の負担と納付、試算方法を確認しておきましょう。

　仕入税額は、「課税仕入れ等に係る消費税」のこと。消費税の申告では、課税売上
に係る消費税額から、これを控除して計算します。生産や流通で支払いのたびに発生
する消費税の二重課税を解消するための方法です。

仕入税額控除のおさらい

消費税の負担と納付の仕組み

素材工場 生産工場 販売店 消費者

 ［売上］
1,000円

 ［消費税］
100円

 ［納付税額］
100円

 ［負担税額］
300円

 ［納付税額］
200円－
100円
＝100円

 ［納付税額］
300円－
200円
＝100円

 ［売上］
2,000円

 ［消費税］
200円

 ［仕入］
1,000円

 ［消費税］
100円

 ［仕入］
2,000円

 ［消費税］
200円

 ［購入］
3,000円

 ［消費税］
300円

 ［売上］
3,000円

 ［消費税］
300円

1-2
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　税込表示の決算書では、次の方法で納付する消費税が試算できます。

納税する消費税の試算

●本則課税の試算

●簡易課税の試算

※食料品等で軽減税率8％の場合は、★の数値が8/108となります。

※食料品販売等で軽減税率8％の事業者は、★が8/108となります。
※みなし仕入率 卸売業：90％、⼩売業：80％、製造業・建設業等：70％、飲食業等：60％、
　運輸通信・⾦融・保険・サービス業：50％、不動産業：40％
※20ページ参照

売上高

売上高 みなし仕⼊率

売上原価 給料
社会保険料

保険料
租税公課等販管費

1

10
110

★

10
110

★
p9_1

p9_2 p9_3

p11 p12_1 p12_2

p13_1

p14_1

p14_2

p14_3

p14_4

p13_2

消費税を納付するとき、
売上等で発生する消費税
から支払った消費税を引
くことを「仕入税額控除」
といいます。

最終的な消費者が、全体
の消費税を負担します。
製造者や販売者は、最終
消費者に代わって消費税
を国に納付しています。

10
110

★
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免税事業者については、事業者が「登録するかどうかを判断する」こととなり、下の
チャートのような選択肢が考えられます。自分に当てはめて、フローチャートでチェ
ックしてみましょう。
登録しない場合には、自社の取引にどのような影響があるか、あらかじめ考えておく
必要があります。※インボイスの登録は任意で、強制するものではありません。

免税事業者が登録を判断するフローチャート
1-3 

登録しない場合、
免税事業者のまま
いることも可能

　売上高に業種に応じたみなし仕入率を乗じ
て、納税する消費税額を算出します。仕入時
に支払った消費税額は影響しません。

簡易課税※

　売上高に対する消費税額から仕入れ等
にかかる消費税額を差し引いて納税する
消費税額を算出します。

本則課税

取引相手は
事業者が中心

登録申請の
検討が必要

YES
NO

登録申請
不要

登録するか選択する
現在、免税事業者が、登録するかどうかの判断基準は次の３点です。

● 取引先との関係　● 売上高の減少の可能性　● 消費税の納税額

登録する場合、
２つの選択肢があります

売上が1,000万円以下でも、
インボイス発行事業者になると消費税の納税義務が生じます。

免税事業者がインボイス発⾏事業者となった場合、約3年間は納税額が売上税額の2割に
軽減される負担軽減措置を選択することができます（事前届出不要、確定申告時に選択）。
※18ページ参照

取引相手は
一般消費者のみ

（ 登録は任意となります ）

現在、消費税の課税業者
消費税を申告納税している

（ 本則課税・簡易課税 ）

※20ページ参照
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　原則として免税事業者がインボイス発行事業者になるには、
次の２つの書類を税務署へ提出する必要があります。

インボイス発行事業者となるための登録

※簡易課税を選択する「消費税簡易課税制度選択届出書」とは異なります。

●登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日まで
上記期間の属する課税期間においては、
A  適格請求書発行事業者の登録申請書のみの提出でOKです。
事業年度の途中から登録することもできます。

●登録日が令和11年10月1日以降
原則通り、
A  適格請求書発行事業者の登録申請書と
B  消費税課税事業者選択届出書の提出が必要です。

　登録申請をしてインボイス発行事業者登録簿に登録されると、登
録通知が届きます。申請してから登録通知が届くまでの期間は、そ
のときの登録申請書の提出状況により異なります。登録されると、
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されます。
登録の効力開始は通知を受けた日ではなく登録日です。

　このため、登録日から登録通知を受け取るまでに区分記載請求書
等を発行済みの場合、登録者番号などの必要事項を書面で通知すれ
ば、改めてインボイスを発行しなくてもOKです。

適格請求書発行事業者の登録申請書A

消費税課税事業者選択届出書B

A B

必要 必要なし

A B

両方必要

p9_1
p9_2p9_3

p11p12_1p12_2

p13_1

p14_1

p14_2

p14_3

p14_4

p13_2

登録通知と登録の効力開始
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インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、令和5年10月
1日から約3年間の課税期間、売上税額の2割を納税額とすることができます。

免税事業者がインボイス発行事業者
となった場合の納税額の特例措置

1-4 

本則課税の場合 簡易課税の場合 特例の場合
70万円－30万円

＝40万円
70万円－35万円※

＝35万円
※サービス業のみなし仕入率は
50％のため、70万円×50％
※20ページ参照

70万円×2割
＝14万円

仕入税額控除30万円売
上
の
消
費
税
額
70
万
円

みなし仕入率による
仕入税額控除35万円

特例適用による
仕入税額控除56万円

40万円
（納税額） 35万円

（納税額） 14万円
（納税額）

第４章

p42_1
P42_2 P42_3 p43_1

p43_2
p43_3

この特例を適用すれば、売上・収入を
税率（8％・10％）ごとに把握するだ
けで申告書が作成できます。
事前の届出も不要です。確定申告の時
に特例を適用するかどうかを選択して、
確定申告書に記載すればOKです。

　令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間
　 ※個人事業者は、令和5年10月〜12月の申告から令和8年分の申告までが対象

　売上：700万円（消費税額70万円）
　経費：300万円（消費税額30万円）※サービス業　の場合

対象期間

納税額の計算例

18



免税事業者がインボイス発行事業者となり、納税額の特例を適用したのち簡易課税を
選択する場合の例をご紹介します。
例）サービス業の個人の場合　課税期間：1月1日～12月31日

免税事業者がインボイス発行事業者と
なった場合の申告納税シミュレーション

1-5 

p44 p45

p46 p47_1

p47_2

p48 p49

時期

令
和
５
年
分

令
和
６
年
分

令
和
７
年
分

令
和
８
年
分

令
和
９
年
分

決算・申告等 納税の形態 決算内容／納税額の計算例
適格請求書等発行事
業者として登録
決算

令和5年度確定申告、
消費税納税

決算

令和6年度確定申告、
消費税納税

決算

令和7年度確定申告、
消費税納税

決算

令和8年度確定申告、
消費税納税

決算

令和9年度確定申告、
消費税納税

免税→課税

令和5年1〜9月免税

令和5年10〜12月課税
（特例を選択）

令和6年1〜12月課税
（特例を選択）

令和7年1〜12月課税
（特例を選択）

　「消費税簡易課税制度選択
届出書」を提出※2

令和8年1〜12月課税
（特例を選択）

令和9年1〜12月課税
（簡易課税を選択）

令和5年10月

令和5年12月

翌年3月

令和6年12月

翌年3月

令和7年12月

翌年3月

令和8年12月

翌年3月

令和9年12月

翌年3月

売上：500万円（消費税額50万円）
経費：100万円（消費税額10万円）
売上：200万円（消費税額20万円）
経費：50万円    （消費税額5万円）

特例を選択
納税額：20万円×2割＝4万円

（参考）簡易課税の場合
　　　 20万円－10万円※1＝10万円

売上：700万円（消費税額70万円）　
経費：150万円（消費税額15万円）

特例を選択
納税額：70万円×2割＝14万円

（参考）簡易課税の場合
　　　 70万円－35万円※1＝35万円

売上：700万円（消費税額70万円）　
経費：150万円（消費税額15万円）

令和6年分と同様

売上：700万円（消費税額70万円）　
経費：150万円（消費税額15万円）

令和6年分と同様

売上：700万円（消費税額70万円）　
経費：150万円（消費税額15万円）

簡易課税を選択
納税額： 70万円－35万円※1＝35万円

令和8年9月30日を含む課
税期間まで特例を選択で
きます。

※1　簡易課税を選択する
と、みなし仕入率が適用さ
れます。サービス業のみな
し仕入率は50％のため、
20万円×50％＝10万円、
70万円×50％＝35万円
※20ページ参照

※2「消費税簡易課税制度選択届出書」は納税額の特例の取り扱い
が終了する令和8年9月30日を含む課税期間までなら、いつ提出し
てもOK。提出の有無に関わらず、この期間は2割の特例を適用す
ることができます。
法人の場合は、決算後2か月以内に消費税の申告納税を行います。
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Column

免税事業者がインボイス登録事業者と
なり簡易課税を選択する場合

　本来、簡易課税を選択する場合には、課税期間の前日
までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提
出する必要がありました。
　しかし、インボイス制度の開始により、免税事業者が
インボイス登録事業者となり、簡易課税を選択する場合、
令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期
間においては、簡易課税の適用を受けようとする課税期
間中に提出すればOKです。
　課税期間の途中からの登録が認められるので、簡易課
税も課税期間の途中からで良いことになります。

簡易課税制度では、課税売上に係る消費税額に税法上定められた「みなし仕入率」
を乗じて計算します。みなし仕入率は業種別に定められています。

●卸売業…………………………………………90％
●小売業…………………………………………80％
●製造業・建設業等……………………………70％
●飲食業等………………………………………60％
●運輸通信・金融・保険・サービス業………50％
●不動産業………………………………………40％

簡易課税制度を選択できるのは、前々事業年度の
課税売上高が5,000万円以下の事業者です。

簡易課税って何？

登録日から事業年度終了の日（個人事業主の場合は12月31日）までの課税売上を
もとに、みなし仕入率を用いて計算します。登録日の前日までの売上は免税となる
ので、注意が必要です。

消費税の計算

 ［法⼈の場合］一般的には事業年度終了の日から２か月以内
 ［個⼈の場合］翌年３月31日まで

申告期限と納付期限

p9_1
p9_2 p9_3

p11 p12_1 p12_2

p13_1

p14_1

p14_2

p14_3

p14_4

p13_2

p9_1
p9_2 p9_3

p11 p12_1 p12_2

p13_1

p14_1

p14_2

p14_3

p14_4

p13_2
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適用税率ごとの合計額は税込・税抜
どちらの表記でもかまいません

請求書
令和5年11月30日

（株）▲▲▲　　　　　
登録番号�T1234…

（株）○○○御中
令和5年11月分　131,200円（税込）

（10％対象　88,000円　内消費税8,000円）
（8％対象　43,200円　内消費税3,200円）

※は軽減税率対象品目

（10％対象　80,000円　消費税8,000円）
（8％対象　40,000円　消費税3,200円）

※は軽減税率対象品目

日付 品目 ⾦額
11月1日 鶏肉　※ 10,000円
11月1日 アルミホイル 2,000円
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

合計
消費税

120,000円
11,200円

インボイスの基本的な記載例を挙げますので、確認しておきましょう。
取引先コードによる記載や仕入明細等による記載、複数の書類による対応も可能です。

発行者の
氏名または
名称

受領者の
氏名または
名称

取引年月日

適用税率
ごとの
合計額

適用税率

取引⾦額

取引内容

インボイス
登録番号

軽減税率
適用の表記

適用税率
ごとの
消費税額

現在「区分記載請
求書」を発行して
いれば、追加項目
は太字の3つです。

インボイスの記載事項を確認

インボイスの基本記載例

2-1
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請求書
令和5年11月30日

取引先コード��S_00112

（株）○○○御中
令和5年11月分　131,200円（税込）

（10％対象　88,000円　内消費税8,000円）
（8％対象　43,200円　内消費税3,200円）

※は軽減税率対象品目

11月1日 鶏肉　※ 10,000円
11月1日 アルミホイル 2,000円
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

合計
消費税

120,000円
11,200円

仕入明細書
令和5年11月30日

（株）◯◯◯　　　　　　　

（株）▲▲▲御中
登録番号T1234…
令和5年11月分　131,200円（税込）

送付後一定期間内に連絡が
ない場合、確認済とします

合計
10％対象　仕入⾦額80,000円　消費税8,000円
��8％対象　仕入⾦額40,000円　消費税3,200円

※は軽減税率対象品目

日付 取引 仕入⾦額（税込）
11月1日 鶏肉　※ （8％）10,000円
11月1日 アルミホイル （10％）2,000円
・ ・ ・
・ ・ ・

※ほかの記載は左ページの請求書の記載に準じる。

課税仕入の相手方の
確認を受ける方法の例課税仕⼊の

相手方の
インボイス
登録番号 ①仕入明細書に左のよ

うな文言を記載する
②書類に確認済の署名

などをもらう
③受注・発注のオンライ

ンシステムで確認を受
ける機能を設ける

④電子メールで確認した
旨の返信を受け取る

　インボイスには「発行者の氏名または名称」
と「インボイス登録番号」が必要ですが、次の
場合には請求書等に取引先コードなどを記載す
ることで、この記載があるものとして取り扱わ
れます。

　買い⼿が発注書等で注文し、売り⼿が請求書を発行しない場合には、
買い⼿が作成する一定の事項が記載された仕入明細書等を保存するこ
とでも仕入税額控除の適用を受けることができます。
　ただし、記載するインボイス登録番号は相⼿方（売り⼿）のもの（※1）

で、課税仕入れの相⼿方（売り⼿）の確認を受けたもの（※2) に限られます。

●登録番号と紐付けて管理され
ている取引先コード表などを
相⼿方と共有している
●買い⼿も取引先コード表など

から登録番号が確認できる

インボイスの記載事項を確認 取引先コードによる記載例

仕入明細書等による記載例

※1

※2

｢発⾏者の
⽒名または
名称」と
｢インボイス
登録番号」の
省略可
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納品書
No.051103

令和5年11月5日
（株）○○○御中
下記の通り納品いたします。

※は軽減税率対象品目

品目 ⾦額
鶏肉　※ 4,320円
アルミホイル 1,100円
・ ・
・ ・
・ ・

合計 15,000円（税込）

令和5年11月5日

15,000円（税込）

令和5年11月5日

15,000円（税込）

納品書
No.051102

令和5年11月2日
（株）○○○御中
下記の通り納品いたします。

※は軽減税率対象品目

品目 ⾦額
鶏肉　※ 1,080円
アルミホイル 4,400円
・ ・
・ ・
・ ・

合計 15,800円（税込）

請求書
令和5年11月30日

（株）▲▲▲　　　　　
登録番号�T1234…

（株）○○○御中
令和5年11月分　131,200円（税込）

10％対象　80,000円　消費税8,000円
8％対象　40,000円　消費税3,200円

納品書番号 ⾦額
No.051101 15,750円
No.051102 10,800円
No.051103 22,000円

・ ・
・ ・
合計
消費税

120,000円
11,200円

納品書

令和5年11月2日
（株）○○○御中
下記の通り納品いたします。

※は軽減税率対象品目

品目
鶏肉　※
アルミホイル
・
・
・

合計 15,800円（税込）

納品書
No.051101

令和5年11月1日
（株）○○○御中
下記の通り納品いたします。

※は軽減税率対象品目

品目 ⾦額
鶏肉　※ 10,800円
アルミホイル 2,200円
・ ・
・ ・
・ ・

合計 15,750円（税込）

納品書番号

発行者の
氏名または
名称

受領者の氏名
または名称

取引内容、⾦額

取引年月日

適用税率
ごとの
合計額

適用税率

インボイス
登録番号

適用税率ごとの
消費税額

　インボイスは、一定の事項が記載された請求書等のことですが、1枚の書類ですべ
ての記載事項を満たさなくてもかまいません。請求書と納品書など、相互の関連が明
確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、合わせてひとつのインボイスとす
ることができます。商品等を順次納品し、1か月分をまとめて請求する場合などは、
この方法で対処できます。

複数の書類で対応する場合の記載例
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スーパー▲▲
登録番号�T1234…

令和5年11�月3日

領�収�書

10％対象� 1,075円� （内消費税97円）
8％対象� 708円� （内消費税52円）
※は軽減税率対象品目

合計　　　　　　　　　　 1,783円

鮭切り身　※ 194円
きゅうり（パック）※ 203円
チーズ　※ 311円
ビール 1,075円

領 収 書
▲▲タクシー

令和5年11�月3日

乗車運賃　　　　2,750円
（内10％消費税込）
登録番号T1234…

どちらかだけ記載でも可。

発行者の
氏名または
名称

発行者の氏名
または名称

インボイス
登録番号

受領者の⽒名
または名称は
省略可

不特定多数を取引先とする場合は、受領者の氏名または名称の記載を省略した、簡
易インボイスを発行することができます。また、消費税額または適用税率のどちらか
のみの記載でも認められます。
　対象となる事業は⼩売業、飲食店業、旅行業、タクシー業などです。

簡易インボイスが認められる場合

小売業の例

タクシー業の例

取引年月日

取引年月日

取引内容、⾦額

取引内容、⾦額

適用税率
ごとの
合計額

適用税率

これまで使用している領収書に「発行者の氏名
または名称」「取引年月日」「取引内容と⾦額」
が記載されていれば、「適用税率」と「インボ
イス登録番号」をゴム印などで押印することで、
簡易インボイスとして利用することができます。

適用税率
ごとの
消費税額

適用税率
インボイス
登録番号

1

1
2

2
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消費税の端数処理は、切上げ、切捨て、四捨五入のいずれかを事業者が選択できます。
インボイスに記載する、「税率ごとに区分した消費税等」に1円未満の端数が
生じる場合は、1つのインボイスにつき、税率ごとに1回のみの端数処理を行います。

消費税の端数処理は
税率ごとに1回のみ

請求書
令和5年11月30日

（株）▲▲▲　　　　　
登録番号�T1234…（株）○○○御中

請求金額16,340円（税込）

※は軽減税率対象品目

取引年月日 品名 数量 単価 税抜⾦額 消費税額
11月3日 食品ラップ 6 418 2,508
11月3日 アルミホイル 6 799 4,794
11月10日 玉ねぎ　※ 14 197 2,758
11月10日 トマト　※ 15 329 4,935

10％対象計 7,302 730
10％対象税込額 8,032

8％対象計 7,693 615
8％対象税込額 8,308

合計 16,340

1

1

2

2 3

7,302円×10％
＝730.2
⼩数点以下を
切捨て

7,693円×8％
＝615.44
⼩数点以下を
切捨て

税率ごとに合計
してから端数処
理を1回。シンプ
ルで簡単ですね!

端数処理の例（税抜金額をもとに消費税額を計算する場合）

税率ごとに、税抜き
金額を合計1 税率ごとに消費税額

を計算2 税率ごとに端数処理
（1回のみ）3

2-2

10％対象で
1回処理

8％対象で
1回処理

消費税の端数処理は、
切上げ、切捨て、
四捨五⼊のいずれでも可税込⾦額をもとに計算する場合は、税率ご

とに区分して合計し、10/110または8/108
を乗じた⾦額に端数処理を行います。
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請求書
令和5年11月30日

（株）▲▲▲　　　　　
登録番号�T1234…（株）○○○御中

請求金額16,338円（税込）

※は軽減税率対象品目

取引年月日 品名 数量 単価 税抜⾦額 消費税額
11月3日 食品ラップ 6 418 2,508 250
11月3日 アルミホイル 6 799 4,794 479
11月10日 玉ねぎ　※ 14 197 2,758 220
11月10日 トマト　※ 15 329 4,935 394

10％対象計 7,302 729
10％対象税込額 8,031

8％対象計 7,693 614
8％対象税込額 8,307

合計 16,338

3

3

2

2

2,508円×10％
＝250.8
⼩数点以下を
切捨てなど
商品ごとに算出

1

1

商品ごとに、消費税
額を計算し端数処理1

1 で算出した消費税
額を税率ごとに合算2 商品の税抜き合計

額に 2 を加える3

例NG

合算NG

合算NG

商品ごとの
端数処理は

NG

複数の納品書を作成し、一定期間で請
求する場合は、請求書と納品書の関連
を明確にした上で、請求書でまとめて
税率ごとの端数処理を行うか、各納品
書で税率ごとの端数処理を行います。
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インボイスを発行したあとで、返品があったり、値引きをしたり、
販売奨励金などが発生するときは、「適格返還請求書」を発行しなければなりません。
インボイスの記載内容を把握できていれば難しくありません。

返品や値引きなどには
適格返還請求書が必要

適格返還請求書の基本記載例①
● 適格返還請求書を別に発⾏する

支払明細書☆

令和5年12月28日
�����������������������������������������（株）▲▲▲　　

登録番号T1234
（株）○○○御中
返品額21,800円（税込）

（10％対象　11,000円　内消費税1,000円）
（�8％対象　10,800円　内消費税800円）

※は軽減税率対象品目

日付 品目 ⾦額
11月5日 小麦粉　※ 1,000円
11月5日 キッチンペーパー 2,000円
・ ・ ・
・ ・ ・

合計
消費税

20,000円
1,800円

受領者の氏名
または名称

売上にかかる
対価の
返還等を行う
年月日

適用税率
または
消費税額、
または
その両方

発行者の氏名
または名称

インボイス
登録番号

軽減税率
適用の表記

対価の返還等
の元になった
取引を行った
年月日

取引内容、
⾦額

税制改正により、1万円未満の返品や値引きなど
は、適格返還請求書を発行しなくてもOKになり
ました。振込⼿数料を値引き処理する場合もこ
の対象となります。

☆ 値引明細書、割引
明細書、販売奨励
⾦明細書などとし
て発行されること
もあります。

2-3
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適格返還請求書の
基本記載例②

適格返還請求書の
基本記載例③

● インボイスと同時に発⾏する場合
／売上と返品を別々に記載する

● インボイスと同時に発⾏する場合
／売上と返品を相殺して記載する

請求書
令和5年11月30日
（株）▲▲▲　　　
登録番号T1234…

（株）○○○御中

令和5年11月分　109,400円（税込）

請求書
令和5年11月30日
（株）▲▲▲　　　
登録番号T1234…

（株）○○○御中

令和5年11月分　109,400円（税込）

返品明細書

返品明細書

日付 品名 ⾦額
11月1日 鶏肉　※ 10,000円
11月1日 アルミホイル 2,000円
・ ・ ・
・ ・ ・

合計
消費税

120,000円
11,200円

日付 品名 ⾦額
11月1日 鶏肉　※ 10,000円
11月1日 アルミホイル 2,000円
・ ・ ・
・ ・ ・

合計
消費税

120,000円
11,200円

日付 品名 ⾦額
11月5日 小麦粉　※ 1,000円
11月5日 キッチンペーパー 2,000円
・ ・ ・
・ ・ ・

合計
消費税

20,000円
1,800円

日付 品名 ⾦額
11月5日 小麦粉　※ 1,000円
11月5日 キッチンペーパー 2,000円
・ ・ ・
・ ・ ・

合計
消費税

20,000円
1,800円

（10％対象　88,000円　内消費税8,000円）
（8％対象　43,200円　内消費税3,200円）

（10％対象　11,000円　内消費税1,000円）
（8％対象　10,800円　内消費税800円）

※は軽減税率対象品目

（10％対象　77,000円　内消費税7,000円）
（8％対象　32,400円　内消費税2,400円）

※は軽減税率対象品目

インボイスの
記載事項

適格返還請求書
の記載事項

売上高と対価の返還等の⾦額を相殺し
て、相殺後の⾦額に対する消費税額を
税率ごとに記載することも可能
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インボイスの基本的な記載例を挙げますので確認しておきましょう。
取引先コードによる記載や仕入明細等による記載、複数の書類による対応も可能です。

一括値引きをした場合、
按分計算で対処できる

一括値引きがある
場合の記載例①

一括値引きがある
場合の記載例②

●  値引き後の税込⾦額を税率ごとに区
分して合計した額を記載

●  値引き前の税抜⾦額または税率ごと
に区分して合計した税込価額と税率
ごとの値引額を記載

領収書
令和5年11月30日
（株）▲▲▲　　　
登録番号T1234…

領収書
令和5年11月30日
（株）▲▲▲　　　
登録番号T1234…

贈答⽤洗剤 3,300円

豚肉加工品　※ 2,160円

贈答⽤洗剤 3,300円

豚肉加工品　※ 2,160円

(10％対象　2,696円　内消費税245円)
(8％対象　1,764円　内消費税130円)

※は軽減税率対象品目

（10％対象　消費税245円）
（8％対象　消費税130円）

※は軽減税率対象品目

小計　　　　　　　 5,460円
割引　　　　　　　 1,000円
合計　　　　　 4,460円

小計　　　　　　　 5,460円
（10％対象　3,300円）
（8％対象　2,160円）

割引　　　　　　　 　1,000円
（10％対象　604円）
（8％対象　396円）

合計　　　　　 4,460円

2-4

10％
対象

10％
対象

8％
対象

8％
対象

2 2

3 3

4

1

4
1
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値引き額は、⾦額の比率で按分して税率ごとに区分します。
計算方法は次の通りです。

値引額×
対象の金額

全体の金額
≒ 按分した

値引額

値引額

値引き後の税込金額

●10％対象

●10％対象

●10％対象

●8％対象

●8％対象

1,000円× ≒  604円
3,300円

5,460円

●8％対象

3,300円 －  604円  ＝  2,696円 2,160円 －   396円  ＝  1,764円

1,000円× ≒  396円
2,160円

5,460円

消費税額等は、値引き後の
税込⾦額から計算します。

2 3

4 4

1

2 3

1

2,696円   × ≒245円
10

110
1,764円   × ≒130円

8

108
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Column

インボイスに屋号の記載OK！
公表には届出を
　インボイスに記載する氏名や名称については、電話番号などを記載して発
行事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などでもかまいま
せん。ただし、国税庁の公表サイトで公表するためには、届出が必要です。

1 ～ 6 までの事項に加え、次の事項も追加して公表することができます。

公表されるインボイス事業者の情報

インボイス事業者の氏名または名称

登録番号

法⼈は、本店または主たる事務所の所在地

特定国外事業者以外の国外事業者は、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地

1

4

2

登録年月日5
登録取消年月日、登録失効年月日6

3

インボイス登録申請書と併せて
「適格請求書発行事業者の公表
事項の公表（変更）申出書」を
提出します。

1 について

● 個人事業主の主たる屋号、主たる事務所の所
在地等の公表を希望する場合
● 住民票に併記されている外国人の通称もしく
は旧姓を氏名として公表、または氏名と併記
して公表することを希望する場合

2 について

● 人格のない社団等の本店または主たる事務所
の所在地の公表を希望する場合
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